
                                平成 28 年 2 月 29 日     

区 長 決 定 

板橋区改良住宅使用料取扱い要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、東京都板橋区改良住宅条例（平成 15 年板橋区条例第 40 号。以下  

「条例」という｡) 及び東京都板橋区改良住宅条例施行規則（平成 16 年板橋区規則第 14

号。以下「規則」という｡) に規定する改良住宅の使用料の算出方法等について必要な  

事項を定めるものとする。    

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則で定めるもののほか、次に掲げる

各号の例による。 

  旧法 公営住宅法の一部を改正する法律（平成 8 年法律第 55 号）の規定による改

正前の公営住宅法をいう。 

  旧令 公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成 8 年政令第 248 号）の規定に

よる改正前の公営住宅法施行令をいう。 

  旧規則 平成８年建設省令第１２号による改正前の公営住宅法施行規則（昭和 26
年 7月 21日建設省令第 19号）をいう。 

  要領 改良住宅等管理要領（昭和 54 年 5 月 11 日建設省住整発第 6 号）をいう。 

  通知 公営住宅法の一部改正に伴う公営住宅及び改良住宅の家賃に係る措置につい

て（平成 9 年 1 月 21 日建設省住総発第 10 号・建設省住整発第 13 号）をいう。 

  事務連絡 改良住宅における応能応益家賃制度の導入について（平成９年１月２１

日住環境整備室課長補佐から都道府県住環境整備事業担当課長あて）をいう。 

   法  公営住宅法（昭和 26 年 6 月 4 日法律第 193 号）をいう。 

   令  公営住宅法施行令（昭和 26 年 6 月 30 日政令第 240 号）をいう。 

  国土交通大臣が定める数値 公営住宅法第４４条第３項並びに公営住宅法施行令第

２条第１項第１号及び第３号並びに第３条第１項に規定する国土交通大臣が定める期

間等（平成 8 年 8 月 30 日建設省告示第 1783 号）をいう。 

  住宅局長通知 公営住宅法の一部を改正する法律等の運用について（平成 8 年 8 月

30 日建設省住総発第 135 号）をいう。 

 

（法定限度額の算出方法）  

第３条 区長は、条例第９条の規定に基づき、次に掲げる算式において使用料の上限額（以

下「法定限度額」という。）を算出する。 

  法定限度額＝償却費＋修繕費＋管理事務費＋損害保険料＋地代相当額 

２ 前項の算式における各項目は、次に掲げる各号の例により算出する。 

   償却費は、要領及び旧法第１３条第３項の規定に基づき、別表のとおり算出する。 

  なお、この場合における償却費の乗率は 0.06096(0.00508×12)とする。 

  修繕費及び管理事務費は、要領並びに旧令第４条第３号及び旧令第４条の４第２項 



 の規定に基づき、別表のとおり算出する。 

  損害保険料は、要領及び旧令第４条第４号の規定に基づき、別表のとおり算出する。 

   なお、この場合における推定再建築費とは、建築に要した費用（駐車場の外構工事

費は除く）に、旧規則第６条に定める推定再建築費率を乗じたものとし、基本基率と

は、公益財団法人特別区協議会特別区有物件火災共済業務規定（平成 22 年 4 月 12 日

規定第 29 号）に基づく数値とする。 

  地代相当額は、要領及び旧令第４条第５号の規定に基づき、別表のとおり算出する。 

３ 前項各号の規定に基づき算出された法定限度額について、100 円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。 

 

（使用料の算出方法） 

第４条 区長は、条例第９条の規定により、法定限度額を上限として使用料を定めるにあ

たっては、通知及び事務連絡に基づき、応能応益的家賃制度を導入するため、法第１６

条の規定を準用し、次に掲げる算式によって算出する。 

  使用料＝家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数   

２ 前項の算出における各項目は、次に掲げる各号の例により算出する。 

  家賃算定基礎額は、令第２条第２項に規定する入居者の収入区分に応じて定められ

た額を用いる。                             

   市町村立地係数は、令第２条第１項第１号の規定に基づき国土交通大臣が板橋区に

係るものとして定める数値を用いる。                      

  規模係数は、令第２条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり算出する。        

規模係数＝当該住戸の床面積÷65 ㎡                    

ア 住戸の床面積は、共用部分（バルコニー部分も共用部分に含まれるものとする。）    

を除く住戸専用面積を用い、小数第２位以下を切り捨てた小数第１位までの数値と

する。 

  イ 規模係数は、小数第５位以下を切り捨てた小数第４位までの数値とする。       

  経過年数係数は、令第２条第１項第３号の規定に基づき算出する。            

ア 国土交通大臣が定める数値第３のイの規定により、次に掲げる算式に基づき 

算出する。 

経過年数係数＝１－0.0010×建設時からの経過年数 

イ 経過年数係数の算出に用いる建設時からの経過年数は、住宅局長通知第２の１の

（４）の規定により、次に掲げる算式に基づき算出する｡   

    経過年数＝算出対象年度－竣工年度（建設年度）                

ウ 上記アで算定した経過年数係数が平成１６年１０月１日において、改正前を基準

日として算定した経過年数係数（以下「旧係数」という。）を超える間は、国土交

通大臣が定める数値の一部を改正する告示（平成１６年３月３１日国土交通省告示

第４０１号）附則２の規定に基づき、激変緩和措置による旧係数を用いる。 

エ 経過年数係数は、小数第５位以下を切り捨てた小数第４位までの数値とする。 

   利便性係数（事業主体が定める数値）は、令第２条第１項第４号の規定に基づき、

１とする。ただし、区長が認める場合は、同規定の範囲内において年度毎に変更する



ことができる。 

   市町村係数、規模係数、経過年数係数及び利便性係数を乗じて得た調整値を使用料

等算出応益係数とし、小数第５位以下を切り捨てた小数第４位までの数値とする。 

   当該住戸の入居者の収入の区分に応じた家賃算定基礎額に使用料等算定応益係数を

乗じて得た算出結果について、1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

  当該住戸の入居者の収入の区分に応じた家賃算定基礎額に使用料等算定応益係数を

乗じて得た入居者の使用料の額に 100 円未満の端数があるときは、令第 15 条第１項

の規定に基づきこれを切り捨てる。                          

 

（収入超過者の使用料）                            

第５条 旧法第２１条の２に規定する収入超過者の使用料は、旧令第６条の２第２項の規

定の範囲内で条例第２７条の規定に基づき、次式により算出する。 

収入超過者使用料＝基準使用料＋法定限度額×条例第２７条第３項の規定で定める率 

２ 前項の規定に基づき算出された使用料について、100 円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。 

  

（使用料等の通知の時期）                             

第６条 規則第３３条第１項の規定に基づく通知は、収入認定通知書兼改良住宅使用料  

通知書により、毎年２月末日までに行うものとする。                

 

（公募による入居者の使用料算出方法） 

第７条 公募による入居者の使用料を定めるときは、この要綱の規定に基づき、算定する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２８年２月２９日から施行する。 

 



別表

1.概要

地区別 竣工年月日 構造別 戸数 戸当たり床面積

2.算定基準額

(1)建設工事費

Ａ Ａ1 Ａ2

Ｂ Ｂ1 Ｂ2

Ｃ Ｃ1 Ｃ2

(2)附帯事務費

Ｄ Ｄ1 Ｄ2

Ｅ Ｅ1 Ｅ2

Ｆ Ｆ1 Ｆ2

(3)算定に関する乗率等

償却期間70年おける乗率 ａ 要領

旧令第4条第3号に定める率 修繕費 管理事務費 ｃ 旧令

旧法第13条第3項の規定に基づき、国土交通大臣が地域別に定める率 ｄ 告示

旧令第4条第3号の規定に基づく旧令第4条の4第2項及び旧規則第6の率 ｅ 告示

公益財団法人特別区協議会特別区有物件火災共済業務規定に基づく率 ｇ 規定

(4)家賃限度額月額の算定

月額

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

■固定資産税関係

㎡単価

附帯事務費

補助金及び無利子貸付額

施工者負担額（Ｄ－Ｅ）

償却費

損害保険料

費目

修繕費

事業別 家賃決定額

区分

区分 主体附帯工事費

建設工事費

補助金及び無利子貸付額

施工者負担額（Ａ－Ｂ）

要綱第３条の規定による法定限度額

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ旧法第１２条第１項及び旧令第４条の規定に基づく限度額

算出基礎

(Ｃ1＋Ｆ1)*ｄ*ａ/12

(Ａ1＋Ｄ1)*ｅ*ｂ/12

(Ａ1＋Ｄ1)*ｅ*ｃ/12

Ａ1*ｅ*ｇ/12

(ｈ-Ｂ2)*0.06/12地代相当額（手持用地）

　　年度固定資産税評価額相当額
　（近隣土地の評価額の平均）

㎡単価×敷地面積 面積按分（×　　　）

ｈ

ｂ

法定限度額の算出方法

Ｅ
地代相当額（取得地） Ｃ2*0.06/12

管理事務費

主体附帯工事費

用地取得造成費

用地取得造成費


